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○香取市建設工事施工能力評価型総合評価方式実施要領 

平成28年１月20日告示第１号 
改正 

平成29年３月31日告示第80号 
平成29年５月11日告示第89号 
平成30年３月28日告示第42号 
令和元年６月４日告示第８号 
令和２年２月28日告示第17号 
令和３年３月24日告示第31号 
令和３年12月17日告示第165号 
令和４年３月30日告示第85号 
令和４年12月１日告示第179号 
令和５年３月20日告示第35号 
令和５年３月30日告示第76号 

香取市建設工事施工能力評価型総合評価方式実施要領 
（趣旨） 

第１条　この告示は、市が発注する建設工事（以下「工事」という。）に係る地方自治法施行令（昭

和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の10の２第１項及び第２項の規定により落札者を

決定する方式のうち、入札価格及び施工能力を総合的に評価して落札者を決定する型式による一般

競争入札（以下「施工能力評価型総合評価方式」という。）の実施に関し、別に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 
（総合評価方式の型式） 

第２条　この告示による施工能力評価型総合評価方式の型式は、当該工事の難易度等に応じて国土交

通省が分類する特別簡易型、簡易型、標準型及び高度技術提案型のうち、特別簡易型によるものと

する。 
２　前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、特別簡易型以外の型式を採用することが

できる。この場合において、入札の実施方法その他必要な事項は、別に定めるものとする。 
（定義） 

第３条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１)　契約担当部長　総合政策部長をいう。 
(２)　工事施工担当部長　工事の施工を担当する部の長をいう。 
(３)　工事担当課長　工事の施工を担当する課等の長をいう。 
(４)　暫定技術評価点　落札候補者を決定するため、暫定的に確定した当該入札参加者の技術評価

点をいう。 
(５)　暫定評価点合計　暫定技術評価点及び当該入札参加者の入札価格に基づき算定した価格評価

点との和をいう。 
(６)　低入札価格調査　令第167条の10の２第２項の規定により、落札者となるべき者の入札価格に

よってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断する

ために実施する調査をいう。 
(７)　調査基準価格　香取市財務規則（平成18年香取市規則第48号。以下「規則」という。）第109

条第１項の規定により設定する低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 
(８)　失格基準価格　規則第109条第２項の規定により設定する入札価格を失格とする基準となる

価格をいう。 
(９)　次順位者　第15条第１項各号のいずれにも該当し、落札者候補者の次に暫定評価点合計の高

い者をいう。 
（対象工事） 

第４条　施工能力評価型総合評価方式の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、原則とし

て設計金額が5,000万円以上の工事のうち、入札価格及び施工能力を一体として評価することが適当

と認められる工事とする。 
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２　市長は、対象工事を決定するときは、香取市建設工事等指名業者選定審査会（以下「選定審査会」

という。）の意見を聴くものとする。 
（執行方法） 

第５条　施工能力評価型総合評価方式は、規則第100条第１項ただし書に規定する入札参加資格の確認

審査を入札（開札）後に行う入札方式によるものとする。 
２　施工能力評価型総合評価方式は、技術的要件の評価の確定を入札（開札）後に行うものとする。 
３　施工能力評価型総合評価方式は、ちば電子調達システム（以下「電子調達システム」という。）

を利用した規則第101条第１項に規定する電子入札により行う。 
（落札者決定基準案の作成） 

第６条　契約担当部長は、工事担当課長と協議のうえ、別表に掲げる評価項目及び評価基準（施工能

力評価型総合評価方式）を標準として落札者決定基準案を作成し、香取市総合評価技術審査会（以

下「技術審査会」という。）の審査に付すものとする。 
（学識経験を有する者の意見の聴取） 

第７条　市長は、令第167条の10の２第４項の規定により、落札者決定基準を定めようとするときに学

識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴くときは、２人以上の者の意見を聴

かなければならない。 
２　市長は、前項の規定による学識経験者の意見の聴取において、併せて、令第167条の10の２第５項

の規定により、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く

必要があるかどうかについて意見を聴くものとする。 
３　前項の場合において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者

を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者から意見を聴かなければならない。 
４　前各項に規定する学識経験者の意見の聴取は、香取市建設工事総合評価委員設置要綱（平成28年

香取市告示第６号）に基づき行うものとする。 
（落札者決定基準及び資格要件の審査） 

第８条　市長は、令第167条の10の２第３項の規定により落札者決定基準を定めるときは、選定審査会

の意見を聴くものとする。 
２　施工能力評価型総合評価方式における入札参加者の資格要件の決定等については、香取市建設工

事に係る一般競争入札（事後審査型）実施要領（平成25年香取市告示第27号。以下「一般競争入札

（事後審査型）実施要領」という。）第４条から第６条までの規定を準用する。ただし、選定審査

会に提出する参加資格要件等設定資料については、別記第１号様式によるものとする。 
（入札公告等） 

第９条　市長は、施工能力評価型総合評価方式を実施するときは、令第167条の６及び規則第101条の

規定により、別記第２号様式に準じて、電子調達システムにより当該入札の公告を行うものとする。

この場合において、規則第101条第２項及び第３項に規定するもののほか、次に掲げる事項を公告し

なければならない。 
(１)　技術的要件として施工能力を評価する項目（以下「評価項目」という。）及び評価項目の内

容 
(２)　評価項目ごとの評価基準及び欠格事項 
(３)　落札候補者及び落札者の決定方法 
(４)　総合評価の方法 
(５)　入札参加者に提出を求める技術的要件に関する資料（以下「技術資料」という。）の内容、

提出方法及び提出期間 
(６)　落札候補者に提出を求める技術資料に記載された事項を確認するための資料（以下「総合評

価確認資料」という。）の内容及び提出方法 
(７)　提出された技術資料及び総合評価確認資料の内容について、市長が必要があると認めるとき

は、入札参加者に対し聴き取りを行う旨 
(８)　香取市予定価格の事前公表に関する要領（平成18年香取市告示第８号）第３条第１号、第２

号及び第４号に規定する事項 
(９)　低入札価格調査に関する事項 
(10)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 



3/21

（設計図書等の縦覧及び貸出し） 
第10条　市長は、公告日以降速やかに、当該工事に係る契約書案、入札約款、設計図面及び仕様書（以

下「設計図書等」という。）について、原則として電子調達システムにより縦覧を行うものとする。 
２　設計図書等の電子調達システムによる縦覧が困難な場合は、公告日以降、入札参加希望者に他の

方法により縦覧又は貸出しするものとする。 
（入札参加申請及び入札保証金） 

第11条　施工能力評価型総合評価方式に参加しようとする者については、入札前の入札参加申請書類

の提出及び入札保証金の納入は要しないものとする。 
（入札の執行） 

第12条　入札書受付締切予定日時までに提出された入札書が１通の場合でも、当該入札は執行するも

のとする。 
（技術資料の提出） 

第13条　入札参加者は、価格及び技術的要件をもって入札するものとし、技術資料は、入札公告に定

められた期日までに電子調達システムにより提出するものとする。 
２　技術資料の提出期限後においては、提出された技術資料の訂正、差替え及び再提出を認めないも

のとする。ただし、提出された技術資料の内容について入札参加者に対して聴き取りを行ったとき

は、この限りではない。 
３　第１項の規定により提出する技術資料は次のとおりとする。ただし、次の第３号から第５号まで

の技術資料のうち、当該入札参加者に該当する内容がない技術資料については、記載及び提出の必

要はないものとする。 
(１)　総合評価方式における技術資料提出書（別記第３号様式） 
(２)　技術資料自己評価書（別記第４号様式。以下「自己評価書」という。） 
(３)　企業の施工能力（別記第５号様式） 
(４)　配置予定技術者の施工能力（別記第６号様式） 
(５)　企業の地域精通度・地域貢献度・社会性（別記第７号様式） 

４　前各項の規定による技術資料の提出のない入札は、無効とする。 
５　自己評価書の自己評価点の合計欄に数値を記載しなかった者のした入札は、無効とする。 

（総合評価の方法） 
第14条　施工能力評価型総合評価方式の評価の方法は、次に掲げるとおりとする。 

(１)　入札価格に基づいて算定した価格評価点及び技術的要件の評価による技術評価点との和（以

下「評価点合計」という。）によるものとする。 
(２)　価格評価点及び技術評価点の配点は、原則として価格評価点が80点、技術評価点が20点とす

る。 
２　価格評価点は、入札参加者が提出した入札価格に基づいて次の算定式により小数点以下第３位を

切捨てして算定する。 
価格評価点＝80点（価格評価点の配点）×最低入札価格／入札価格 

（落札候補者の決定方法） 
第15条　契約担当部長は、開札後、落札決定を保留し、次に掲げる要件のいずれにも該当する入札参

加者について、次項及び第３項の規定による暫定技術評価点の確定及び前条第２項の規定による価

格評価点の算定を行い、当該暫定技術評価点及び価格評価点を合計した暫定評価点合計の最も高い

者を落札候補者とするものとする。 
(１)　入札が無効でないこと。 
(２)　入札価格が予定価格を超えていないこと。 
(３)　入札価格が失格基準価格を下回っていないこと。 

２　契約担当部長は、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当する全ての入札参加者について、自己

評価書の自己評価点の合計欄に記載のある数値を真実の数値であると仮定して暫定技術評価点とし

て確定するものとする。 
３　前項の規定にかかわらず、契約担当部長は、自己評価書の各評価項目（評価細目）に係る自己評

価点が、提出された技術資料の内容と明らかに一致しない場合又は評価方法に明白な錯誤がある場
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合は、当該評価項目（評価細目）に係る自己評価点及び自己評価点の合計欄の点数を訂正すること

により、暫定技術評価点を訂正して確定することができるものとする。 
４　契約担当部長は、提出された技術資料の疑義等に関し、入札参加者に対して聴き取りを行うこと

ができるものとする。 
５　暫定評価点合計の最も高い者が２人以上あるときは、その複数の者を落札候補者とするものとす

る。 
６　第１項又は前項の規定により落札候補者を決定したときは、当該落札候補者に落札候補者決定通

知書（別記第８号様式）により通知するものとする。 
（資格確認資料及び総合評価確認資料の提出） 

第16条　前条第６項の規定により通知を受けた落札候補者は、市が指定した期日までに施工能力評価

型総合評価方式参加資格確認申請書（別記第９号様式）及び入札参加者の資格確認に必要な書類（以

下「資格確認資料」という。）並びに総合評価確認資料（総合評価確認資料提出書（別記第10号様

式）を含む。以下同じ。）を持参により契約担当部長に提出しなければならない。ただし、契約担

当部長が特別な事情があると認めた場合は、市が指定した期日を延期することができるものとする。 
２　前項の規定による資格確認資料及び総合評価確認資料の提出のない者の入札は、無効とする。 

（入札参加資格の確認審査） 
第17条　契約担当部長は、提出された資格確認資料に基づき、施工能力評価型総合評価方式参加資格

確認書（別記第11号様式）を作成しなければならない。 
２　契約担当部長は、工事施工担当部長の意見を聴いて、資格の有無について確認審査を行うものと

する。 
３　契約担当部長は、落札候補者に入札参加資格があると認めた場合は、次条の規定による当該落札

候補者に係る技術資料及び総合評価確認資料の審査並びに技術的要件の評価を行うため、技術審査

会を招集するものとする。 
４　契約担当部長は、落札候補者に入札参加資格がないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無

効とし、施工能力評価型総合評価方式参加資格確認結果通知書（別記第12号様式）により当該落札

候補者へ通知するものとする。 
５　前条第２項又は前項の規定により落札候補者の全ての者の入札が無効となった場合は、次順位者

を新たな落札候補者とし、同様に手続を行うものとする。この場合において、新たに落札候補者と

なった全ての者の入札が前条第２項又は前項の規定により無効となったときは、入札参加資格を有

する者が確認されるまで同様に手続を行うものとする。 
６　資格の有無の確認は、公告した申請期限日を基準日として行うものとする。 
７　落札者が決定したときは、既に入札参加資格の確認審査を行った者を除き、他の入札参加者に対

する入札参加資格の確認審査は行わないものとする。 
８　第４項の規定により入札参加資格がないと認められた者が理由説明を求める場合は、一般競争入

札（事後審査型）実施要領第14条の規定を準用するものとする。 
（技術資料及び総合評価確認資料の審査並びに技術的要件の評価） 

第18条　技術資料及び総合評価確認資料の審査並びに技術的要件の評価は、技術審査会において行う

ものとする。 
２　審査及び評価を行った後の技術評価点の上限は、落札候補者の決定の根拠となった暫定技術評価

点を上限とする。 
３　契約担当部長は、提出された技術資料及び総合評価確認資料に疑義がある場合は、当該技術資料

及び総合評価確認資料を提出した落札候補者に対し聴き取りを行うことができるものとする。 
４　契約担当部長は、前項の規定により落札候補者に対する聴き取りを行った場合は、その結果を技

術審査会に報告するものとする。 
５　第１項の規定による審査及び評価により確定した当該落札候補者に係る技術評価点及び価格評価

点を合計した評価点合計（２人以上の落札候補者がいる場合は、最も高い評価点合計）が、次順位

者の暫定評価点合計よりも低くなった場合又は等しい点数（同点）となった場合は、次順位者を新

たな落札候補者とし、同様に手続を行うものとする。 
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６　前項の規定による新たな落札候補者に係る同様の手続は、落札候補者となった者の確定した評価

点合計のうち、最も高い評価点合計が、落札候補者となった者以外の入札参加者に係る暫定評価点

合計を上回るまで同様に手続を行うものとする。 
７　契約担当部長は、技術審査会の審査及び評価の結果により、評価点合計の最も高い者を確認する

ものとする。 
（調査基準価格及び失格基準価格の設定） 

第19条　市長は、施工能力評価型総合評価方式を実施するときは、香取市建設工事低入札価格調査実

施要領（平成28年香取市告示第７号。以下「低入札価格調査要領」という。）第４条及び第６条の

規定により調査基準価格及び失格基準価格を設定するものとする。 
（低入札価格調査の実施） 

第20条　落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、低入札価格調査要領に基づき、低入

札価格調査を行うものとする。 
（失格となる入札） 

第21条　次の各号いずれかに該当する入札は、失格とする。 
(１)　失格基準価格を下回る価格の入札 
(２)　低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた入

札 
（落札者の決定） 

第22条　契約担当部長は、落札候補者が、入札参加資格があると認められ、かつ、評価点合計の最も

高い者であると認められた場合において、当該落札候補者の入札価格が調査基準価格以上であると

き又は第20条の規定による低入札価格調査の結果、当該落札候補者により契約の内容に適合した履

行がされないおそれがないと認められたときは、落札者として決定し、電子調達システムにより入

札参加者全てに通知する。ただし、当該落札者となるべき要件を満たす者が２人以上あるときは、

電子調達システムにより電子くじを実施して、落札者を決定するものとする。 
２　契約担当部長は、第20条の規定による低入札価格調査の結果、落札候補者により契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認められたときは、当該落札候補者を落札者としないものと

し、当該落札候補者のした入札を失格とする。この場合において、２人以上の落札候補者がいると

きを除き、次順位者を新たな落札候補者として、同様の手続を行うものとする。 
３　前項の場合において、新たな落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、第20条の規

定により低入札価格調査を実施するものとする。 
４　第１項の規定により落札者を決定するときは、落札候補者となった者以外の入札参加者について

は、第15条第１項から第４項までの規定により確定した暫定技術評価点及び暫定評価点合計を当該

入札参加者の技術評価点及び評価点合計として確定する。 
（資格確認資料並びに技術資料及び総合評価確認資料の取扱い） 

第23条　市長は、資格確認資料並びに技術資料及び総合評価確認資料（以下「資格及び評価確認資料」

という。）を入札参加者の資格の審査及び技術的要件の評価の目的以外に利用してはならない。た

だし、資格及び評価確認資料を提出した者が当該目的以外の利用について承諾したときは、この限

りではない。 
２　市長は、入札参加者から提出された資格及び評価確認資料は、公表しないものとする。 
３　資格及び評価確認資料の作成に要する費用は、入札参加者の負担とし、提出された資格及び評価

確認資料は返却しないものとする。 
（入札結果の公表） 

第24条　施工能力評価型総合評価方式により落札者を決定したときは、香取市入札結果等の公表に関

する事務取扱要綱（平成18年香取市告示第115号）第２条及び第３条の規定により公表するものとす

る。 
（技術的要件の評価理由の説明） 

第25条　入札参加者は、前条の規定により公表した日から７日（香取市の休日を定める条例（平成18

年香取市条例第５号）第１条に規定する日（以下「市の休日」という。）を除く。）以内に、当該

入札参加者における技術的要件の評価の理由について、書面をもって市長に説明を求めることがで

きる。 
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２　市長は、前項の説明を求められた日から７日（市の休日を除く。）以内に、前項の説明を求めた

者に対して書面をもって回答するものとする。 
（その他） 

第26条　この告示に定めるもののほか、施工能力評価型総合評価方式の実施に関して必要な事項は、

市長が別に定める。 
附　則 

この告示は、公示の日から施行する。 
附　則（平成29年３月31日告示第80号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 
附　則（平成29年５月11日告示第89号） 

この告示は、公示の日から施行する。 
附　則（平成30年３月28日告示第42号） 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
附　則（令和元年６月４日告示第８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 
附　則（令和２年２月28日告示第17号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 
附　則（令和３年３月24日告示第31号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 
附　則（令和３年12月17日告示第165号） 

この告示は、令和４年１月１日から施行する。 
附　則（令和４年３月30日告示第85号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
附　則（令和４年12月１日告示第179号） 

この告示は、公示の日から施行し、令和４年12月１日以降に公告する入札から適用する。 
附　則（令和５年３月20日告示第35号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 
附　則（令和５年３月30日告示第76号） 

この告示は、令和５年４月１日から施行し、同日以降に公告する入札から適用する。 
別表（第６条） 
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別　記 
第１号様式（第８条第２項） 
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第２号様式（第９条） 
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第３号様式（第13条第３項第１号） 
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第４号様式（第13条第３項第２号） 
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第５号様式（第13条第３項第３号） 
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第６号様式（第13条第３項第４号） 



14/21

 
第７号様式（第13条第３項第５号） 
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第８号様式（第15条第６項） 
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第９号様式（第16条第１項） 
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第10号様式（第16条第１項） 
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第11号様式（第17条第１項） 
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第12号様式（第17条第４項） 
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